
１．はじめに

　わが国の産業競争力強化には地域における産業振興
が重要であり、そのためには地域での継続的なイノベー
ション創出が必要である。地域におけるイノベーショ
ン創出の担い手として期待される日本企業の99.7％を
占める中小企業380.9万社

１

は、North 等（2001）によれ
ば大企業に比して経営資源に限りがある

２

。そのため、
一部の R&D 型等中小企業を除き、一般的には中小企
業が独自にイノベーションを創出することは難しく、
各種支援機関等による支援や応援が必要となる

３

。
　地域産業振興を促進するための各種支援機関の一つ
として、公設試験研究機関（以下、「公設試」と記す）
があり、公設試には都道府県立、政令指定都市立、公
設民営（財団等運営）や地方独立行政法人等の組織形
態がある。公設試は、国の政策を踏まえた地域産業技

術政策や科学技術政策を実現し、地域産業振興や科学
技術の発展等のために、地域の中小企業等や農林漁業
などの事業者への技術指導、試験分析、独自の研究（経
常研究）等を行ってきた。
　筆者が公設試に注目するようになったのは、高度技
術工業集積地域開発促進法（通称「テクノポリス法

４

」）
等を踏襲し、1999年に新事業創出促進法

５

が施行された
頃からである。この政策では各地域で新事業創出支援
体制として産学官連携による地域プラットフォームを
構築し、その中核的支援機関（中小企業振興公社やテ
クノ財団等を統合した都道府県や政令指定都市の外郭
団体としての産業支援機関）がフォーカスされたが、
通商産業省（現 経済産業省）の新事業創出促進法関連
各種委託調査研究を担当する中で、地域のものづくり
系中小企業（以下、「中小企業」と記す）は従来から技
術指導等を受けている公設試を頼っていることがヒア

〔要旨 / Abstract〕
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リング等から明らかになった
６

。新事業創出支援体制と
しての地域プラットフォームには技術開発支援機能を
担う研究機関として公設試も含まれていたが

７

、中核的
支援機関へのフォーカスが強く、わが国が知財立国を
目指して産学官連携が活発化する直前で、国立大学の
法人化以前という時期でもあり、異なる機関同士が真
に連携した支援を行うのは難しい状況が見受けられる
中、各地域の中小企業から公設試を頼っているという
複数の声は印象的であり、それ以来、筆者は地域産業
振興を促進する支援機関として公設試が重要な役割を
果たしていると考え、取り組みや支援機能の変化等に
着目し、公設試の支援機能についての研究を重ねてい
る。
　21世紀に入り産業を取り巻く環境変化や市場変化が
著しく、地域での継続的なイノベーション創出が求め
られる現在、地域産業を振興し、促進するための重要
なエンジンである公設試には、従来からの支援機能に
加え、多様で新たなイノベーション創出支援機能等が
求められるようになってきているのではないかと考え
られる。
　そこで、本稿では、わが国の政策に伴う公設試の変
遷、特徴的な公設試の取り組みや公設試の中小企業等
のイノベーション創出支援等に着目しながら、地域産
業振興を促進するための公設試に求められる支援機能
を検討することを研究の目的とする。
　公設試は国の方針、政策等を踏まえた地域での産業
技術政策や科学技術政策を具現化するために産学官連
携等も活用しながら活動を行っており、公設試単独で
地域中小企業等への支援を行っているわけではないが、
本稿では地域産業振興を促進している公設試の支援機
能に焦点をあてて検討し、主に工業系の公設試を研究
対象とする。
　なお、本稿でのイノベーションは、新たな価値を創
造することと考え、新製品を開発し、市場で流通させ
ること

８

、あるいは、自社製品開発により自社の強みた
る技術等を PR することで新たな受注を確保する等、
新たな経済的価値を生み出すことをその概念に含める
こととする

３，６

。

２．研究の流れ

　本稿では前掲したように、主に工業系公設試を研究

対象に、わが国の政策に伴う公設試の変遷、特徴的な
公設試の取り組みや公設試の中小企業等のイノベーショ
ン創出支援等に着目しながら、地域産業振興を促進す
るための公設試に求められる支援機能を検討すること
を研究の目的とする。
　研究方法は、公設試の変遷と関連政策を整理し、公
設試及び中小企業とのイノベーション創出を支援した
公設試研究員や相手先企業の社長等へのヒアリング調
査等をベースとした事例分析による定性分析を用いる。
　研究の流れは、公設試に関する先行研究を調査し、
公設試の変遷と関連政策を整理するとともに、公設試
のイノベーション創出支援事例や特徴的な取り組み等
から、地域産業振興を促進するために公設試に求めら
れる支援機能について考察する。

３．公設試に関する先行研究

　公設試は、1990年代に米国の OTA や研究者によっ
て着目された。Shapira 等（1996）によれば、1990年
代米国では製造業近代化政策として、米国標準技術局
の下、地域中小企業への技術サービスを提供する公的
な Manufacturing Technology Center や Manufactur-
ing Extension Partnership が整備されたが、その背景
には日本の経済成長の一因として公設試による中小企
業への技術指導等の技術政策が講じられたことによる
との見方や

９

、OTA（1990）では米国の製造業再生のた
めに、日本の公設試をベンチマークすべきとの認識が
あった

10

。また、Spapira（1992）は公設試５機関のケー
ススタディを通して、公設試の技術サービスが中小企
業の品質改善、新技術導入等に貢献したことや、公設
試の研究職が終身雇用なので異動が少なく、地域事情
に詳しく、地域経済の発展によりコミットしているこ
とや、公設試の技術サービスが全国的に標準化されて
いて、地域による差異が小さいこと等が、米国の同様
の制度との大きな違いであると論じている

11

。
　植田 ・ 本多他（2006）は公設試の政策的な位置づけ
の変化、公設試が対象とする中小企業のニーズの変化、
地域内での中小企業支援体制における国立機関や大学
の独法化による公設試との役割分担の不明確さ等をあ
げるとともに、予算と人員の削減に伴う選択と集中の
必要性、公設試の重複機能の重要性を述べ、今後の課
題として、コーディネート機能や現場支援機能強化の
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ためのスタッフの意識改革の必要性、民間経営スタイ
ルと変革手段の模索、多面的な役割への注目、利用企
業の拡大のためのプロモーションの必要性、事業評価
への対応等を論じている

12

。
　福川（2007）は経済学の視点で近年の公設試の属性、
活動、成果を定量分析し、ある時期までは公設試の提
供する技術サービスが全国的に標準化されていたこと
が一つ特徴であったが、効率的な公設試づくり戦略を
確立するには、地域イノベーションシステムの特徴を
考慮することが必要であるという視点から、総花的な
技術サービスメニューは公設試の独自性や革新性の面
から短所にもなることを示唆している

13

。
　西尾（2008）はインタビューをベースに、工業系公
設試の現在の改革に関する活動の現状を明らかにし、
工業系公設試の今後の在り方として、自治体内での他
の中小企業支援事業との連携強化とすみ分け、広域連
携の推進、企業訪問の一層強化を提案している

14

。
　個別の公設試の特徴的な取り組みや成果として、工
業集積の高い地域に立地する特徴的な公設試としては、
植田等（2006）による研究主導の大阪市立工業研究所
の紹介

12

、唐澤（2006）による神奈川県産業技術センター
が３年３倍増計画を達成し、技術相談等の利用件数増
強をはかった紹介

15

、久保（2006）と世利（2006）によ
る公設試研究員のキャリアパス育成のために県庁や産
業支援機関等へ異動させ、政策立案や地域大型研究プ
ロジェクトメイキングに取り組んでいる福岡県工業技
術センターの紹介

16，17

等が見受けられる。一方、工業集積
の低い地域に立地する特徴的な公設試としては、鈴木

（2006）による公設試研究員の大学出向による産学官連
携効果や中小企業とのプロジェクト協働を実施してい
る北海道立工業試験場の紹介

18

や、宮嶋（2006）による
地域企業から持ち込まれる研究テーマの実施のために
受託共同研究制度を活用するとともに、都市エリア事
業へ挑戦した北海道立工業技術センターの紹介

19

等が見
受けられる。
　林（2007）によれば今後一層中小企業が公設試に期
待する支援機能として、１位「技術相談 ・ 技術指導」、
２位「測定評価試験の依頼」、３位「公設試を含む産学
連携での共同研究」、事業化に包含される「試作 ・ 製造
先 ・ 販売先等企業の紹介」、「マーケティング支援 ・ 技
術営業支援」、「資金調達支援」をあわせると４位とい

うアンケート調査結果が出ている
20

。
　以上の公設試関連の先行研究は公設試の特徴的な取
り組み、システム、仕組み等に着目しているが、公設
試が１企業の一つのイノベーション創出を支援したケー
ス分析ではなく、支援機能も公設試全体としてとらえ
ているものである。
　一方、林 ・ 田辺（2010）は『公設試験研究機関現況』
より、一定期間における学位取得者、公設試研究員一
人当たりの外部発表件数、研究員一人当たりの年度内
国内特許出願件数の常にランキング上位に出現するテ
クノポリス政策により公設民営で開設された北海道立
工業技術センターをとりあげ、地域中小企業の「イカ
釣り用オモリの開発」を支援する内容をヒアリングし、
地域中小企業のイノベーション創出を促進する公設試
の機能として、専門的な知識を提供すること、同時に
事業化を企業と考え、事業化への知識を提供すること、
不足しているリソースを調達すること、プロジェクト
チームとして共同研究の開始から新製品開発、さらに
は本格販売まで行うこと、そのための知財戦略等の知
識も提供すること等を考察し、これらの機能は、地域
イノベーションシステムにおいて重要な機能なのでは
ないかと推察している

21

。
　林 ・ 田辺（2010）以外の先行研究は、いずれも、公
設試の全体的な取り組みやマクロな分析等であり、公
設試が中小企業のイノベーション創出を支援促進して
いる個別の取り組みについてはほとんど論じられてい
ない。しかし、地域産業振興を促進し、地域企業のイ
ノベーション創出を支援する公設試の支援機能の検討
には、マクロ分析のみならず、個別イノベーション創
出支援事例の分析が必要と考えられる。
　そこで、本稿では公設試が支援し、地域中小企業か
らイノベーションが創出した個別事例に関するヒアリ
ング及び分析等から、公設試の地域産業振興を促進す
るための公設試に求められる支援機能を明らかにする。

４．公設試の変遷と関連政策

　公設試はわが国の産業技術政策や科学技術政策、そ
れに伴う地域科学技術政策、さらには中小企業政策や
産業構造の変化に伴い、それらの影響を受けながら、
その運営方針、組織形態、機能等を変化させてきた。
公設試の主な変遷を概観するとともに、公設試に関す
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る国の関連政策や検討等について、主に公設試が主体
となっている内容を整理する。

⑴　公設試設置の明治時代から第二次世界大戦まで
　公設試の設置活動の発端は、1884年編纂された『興
業意見』にさかのぼり、殖産興業政策としての移植産
業導入による近代化に対し、在来工業の指導助成の必
要を強調したことで農商務省に影響を与え、1987年前
後から技術指導の為の技師の巡回や派遣、各地に試験
所や講習所の設置を助成する産業振興策が行われた

12

。
1891年初の岩手県染織講習所設置以後、染色、織物、
陶磁器、清酒などの試験所や講習所の設置を経て、各
種規定等が制定され、1901年福島県工業試験場の設立
以降、20世紀初頭に工業試験場の設置が本格化し、1930
年代前半までにおおむねの府県に設置され、在来産業 ・
地場産業支援の役割を果たしたが、1937年以降の戦時
体制で規模縮小、機能停止、統廃合等が生じた

12

。

⑵　戦後復興期から1970年代
　戦後復興期から1970年代にかけて、戦時中規模縮小
や機能停止や統廃合等が生じた公設試において、再建
と活動が再開された。
　高度成長期には、大企業と中小企業の生産性や賃金
や技術力等において格差が顕在化し、いわゆる二重構
造論が論議され、そういった状況を打開するため1963
年には中小企業基本法が制定された

22

。この中小企業基
本法は「中小企業の経済的社会的制約による不利の是
正」、「中小企業の生産性及び取引条件の向上」によっ
て「中小企業の成長発展」と「中小企業の従事者の経
済的社会的地位の向上」を実現することを目標とし、
それに沿って中小企業構造の高度化等（設備の近代化、
技術の向上他）等の施策が展開された

23

。同1963年には、
中小企業基本法に示された政策実現のために、「中小企
業をめぐる経済事情の変化に対処してその成長発展を
図るため、その実態に即した中小企業近代化計画を策
定し、中小企業の構造改善を推進するための措置を講
ずること等により、中小企業の近代化を促進し、もつ
て国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与
することを目的」とする中小企業近代化促進法が制定
された

24

。同法は①当該業種における事業活動の相当部
分が中小企業者によって行われ、②当該業種に属する

中小企業の生産性の向上を図ることが、産業構造の高
度化又は産業の国際競争力の強化を促進し、国民経済
の健全な発展に資するため特に必要であると認められ
たものを指定業種とし、主務大臣が中小企業近代化基
本計画及び毎年の実施計画を定め、近代化のための設
備の設置に必要な資金の確保又はその融通のあっせん
等を実施するものである

25

。
　この中小企業基本法制定と同年の1963年版中小企業
白書は「中小企業者の技術の向上を図るため、地方公
共団体は試験研究機関を設置し、国は、その事業を助
成しているが、まず、中小企業者のこれらの公立試験
研究機関の利用状況をみるとその機関の管内にある中
小企業者の41.7％が利用しており公立試験研究機関の
中小企業者の技術向上に果す役割は、きわめて大きい
ものとなっている。業種別には、鋳物関係が管外の事
務所による利用が多いため116.5％となっているのをは
じめとして、製紙82.5％、繊維60.8％、窯業55.8％となっ
ている

26

。」と論じており、中小企業経営の近代化におけ
る技術向上等に公設試が大きな役割を果たしたことが
見てとれる

７

。

⑶　1980年代
　1980年代以降、通商産業省（現経済産業省）の技術
高度化を背景とした地域中小企業支援等を含むテクノ
ポリス政策等の産業技術政策や、科学技術庁（現文部
科学省）の科学技術政策等、２つの省庁の施策内容に
は若干の差異があったが、それらをベースに公設試で
は研究機能を強化すると共に再編整備が進んだ

７

。
　1983年制定のテクノポリス法

４

により、1984年７月函
館地域は12番目にテクノポリスの地域指定としての開
発計画の承認がおり、テクノポリス地域の研究開発機
能整備、工業技術の高度化促進のため、函館地域の中
核的試験研究機関として、1986年北海道立工業技術セ
ンターが函館市に公設民営（北海道等が設置、財団法
人函館地域産業振興財団が管理運営）で開設している。
　1985年の中小企業白書では「地域中小企業の直面す
る技術課題が高度化するにつれ、公設試験研究機関に
対する種々の期待や要請が今後ますます高まることも
予想される。こうしたなかで、公設試験研究機関とし
ては、国立および他の試験研究機関、地元大学等との
連携も強化しつつ、技術開発や技術指導等の活動を通
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じて一層の技術蓄積を図るとともに、地域中小企業の
技術的ニーズや可能性を意欲的に掘り起こし、地域中
小企業の期待と要請に積極的に応えていくことが望ま
れる

27

。」と論じている。

⑷　1990年代以降
　1990年中小企業庁『90年代の中小企業ビジョン』に
よれば、「個性的 ・ 創造的地域技術の担い手としての中
小企業を支援する必要がある」ため、「地域中小企業の
技術指導機関である公設試験研究機関の活性化が急務」
と論じ、①公設試を、公設試と中小企業、中小企業同
士の共同研究の場、技術 ・ マーケティングのネットワー
ク展開の場として積極的に活用すること、②個性的 ・
創造的中小企業の起業化を促進するため、公設試を中
心とした企業参加型技術開発の推進を行うこと、③公
設試の有する小所帯からくる弊害を打破するため、事
業協力、人的ネットワークの強化を含めた公設試同士
の連携をはかること、④研究交流等による公設試と大
学、高専、民間研究機関等との連携を推進する必要が
あることをあげている

28

。
　1993年中小企業白書では公設試の業務を、一般的に
①企業が抱えている技術問題の解決のための技術相談、
②専門家を生産現場に派遣し工程の改善指導等を行う
技術指導、③地域の技術者の質的向上を図るための技
術研修、④企業からの依頼により行う製品 ・ 原材料等
の依頼試験 ・ 分析、⑤設備機器の開放（開放試験室）、
⑥地域産業に関連する技術課題についての研究開発及
び成果普及、⑦技術振興のための各種講習会、⑧最新
技術の提供等と整理している

29

。
　1980年代以降に再編整備を行った公設試と未再編の
公設試の差異について、田中（2006、植田、本多編著）
は1995年時点の科学技術庁科学技術政策研究所調査を
分析し、研究員数、決算額、人件費、維持運営費、調
査研究費、施設整備費、庁舎改修費は再編済公設試が
高く、依頼試験検査費と指導普及費は未再編公設試が
高いという結果であり、公設試の再編は経費構成から
見ると、研究機能強化が地域中小企業支援より重視さ
れたと述べている

12

。
　1999年施行の新事業創出促進法で各地域に構築され
た新事業創出支援体制としての地域プラットフォーム
では、前掲したように技術開発支援機能を担う研究機

関として公設試も参画し、地域での産学官連携が少し
ずつ進んでいった。

⑸　科学技術基本法と科学技術基本計画
　1995年には科学技術基本法が制定された。この法律
は、「科学技術（人文科学のみに係るものを除く。以下
同じ。）の振興に関する施策の基本となる事項を定め、
科学技術の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推
進することにより、我が国における科学技術の水準の
向上を図り、もって我が国の経済社会の発展と国民の
福祉の向上に寄与するとともに世界の科学技術の進歩
と人類社会の持続的な発展に貢献することを目的とす
る

30

」ものであり、わが国の科学技術政策の基本的な枠
組みを与え、わが国が「科学技術創造立国」を目指し
て科学技術の振興を強力に推進していく上でのバック
ボーンとして位置づけられ、科学技術振興に関する国
及び地方公共団体の責務を規定している。
　科学技術基本法制定の翌1996年には第１期科学技術
基本計画（平成８～12年度）が出された。科学技術基
本法では科学技術振興に関する地方公共団体の責務が
規定され、第１期科学技術基本計画では公設試験研究
機関という表現が８カ所あり、「Ⅶ．地域における科学
技術の振興」の中で「③公設試験研究機関が行う地域
の産業の発展等につながる研究開発 ・ 技術支援及びそ
の一層の効果的 ・ 効率的実施のための公設試験研究機
関間の連携の構築に対する支援の強化、公設試験研究
機関と国公立大学、国立試験研究機関との間の人材及
び情報の交流の活発化、公設試験研究機関の研究者に
対する研修制度の充実等、公設試験研究機関の研究開
発 ・ 技術支援機関としての活動と機能の強化のための
支援を充実する

31

。」と記されている。
　第２期科学技術基本計画（平成13～17年度）では見
出しを含めて公設試験研究機関という表現が２カ所あ
り、「地方公共団体に設置されている公設試験研究機関
は、地域産業 ・ 現場のニーズに即した技術開発 ・ 技術
指導に重要な役割を担っている。科学技術に対する経
済社会の期待が高まる中、これら公的研究機関に対し、
優れた成果の創出と社会への還元がより一層強く求め
られる。このような状況にかんがみ、以下の取組を強
化する。」として、「地域に設置されている公的研究機
関は、その地域の特性に根ざした産業の発展への貢献
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が望まれており、そのため、基礎的 ・ 先導的研究の成
果の技術移転を促進し、成果の企業化等に向けた取組
を強化する

32

。」と記されており、公設試が研究成果の技
術移転等を通じて企業化等に向けた取組を強化すると
明記され、公設試が地域企業の事業化支援や新商品開
発等、イノベーション創出までを支援することが期待
されたと見受けられる。
　第３期科学技術基本計画（平成18～22年度）では「地
方公共団体の公設試験研究機関は、地域産業 ・ 現場の
ニーズに即した技術開発 ・ 技術指導等を行っているが、
これまでの活動成果の検証等を踏まえて、それぞれの
特色や強みを活かした業務への選択と集中、さらには
地域間の広域的な連携等を図りつつ、地域の産学官連
携に効果的な役割を果たすことが期待される

33

。」と公設
試については１カ所記されている。
　第４期科学技術基本計画（平成23～27年度

34

）では公
設試についての表記は無く、公的研究機関として記さ
れている。
　第５期科学技術基本計画（平成28～32年度）では公
設試についての記載は、②地域の特性を生かしたイノ
ベーションシステムの駆動では「地域の多様な資源や
技術シーズ等を生かし、イノベーションの芽として効
果的に育てていくためには、知的蓄積を有する大学、
高等専門学校、研究開発法人及び公設試験研究機関（以
下「公設試」という。）等の公的研究機関、地域の企
業、地方自治体及び地域金融機関等、多様な関係者が
地域の特性に応じて連携することが重要である。そう
したシステムを地域に根付かせるためには、産学官の
共同研究を取りまとめる人材、地域の潜在力を引き出
し事業創出する人材、ベンチャー企業の設立や成長を
支える人材等、地域内外の資源や専門家の間を適切に
つないでいく人材の存在が不可欠である。このため、
国は、関係府省が連携しつつ、地域と協働し、そのよ
うな人材の育成や地域への定着に注力し、イノベーショ
ンが地域力の強化と地域経済の活性化を促し、地域の
若手人材の増加 ・ 活躍、地域社会の再興といった自律
的な好循環を生み出すよう適切に支援する。また、公
設試、研究開発法人及び大学等の連携を図る等、技術
シーズを事業化につなぐ橋渡し機能や、マッチング機
能の強化について、地域及び全国レベルで促進する

35

。」
の中に表出しているが、公設試単独での記載ではない。

　第１期から第５期の科学技術基本計画における公設
試に関する記載から、公設試に求められる役割が徐々
に変化していることが見受けられる。

⑹　中小企業庁による公設試経営の基本戦略
　中小企業庁は2005年12月「公設試経営の基本戦略（中
小企業の技術的支援における公設試のあり方に関する
研究会中間報告）について」を公表した

36

。
　この中間報告によれば、検討の背景として、「公設試
は地域の産業や科学技術政策を担う中間機関として、
経営資源の脆弱な中小企業の研究開発活動を支援 ・ 補
完し、地域中小企業の発展に寄与してきた。近年、公
設試の経営は、構造変化に直面している。公設試自身
も、変化の重大さを認識している。現在、公設試が直
面している環境変化の具体的内容は、（1）独立行政法
人化の動き、（2）広域連携 ・ 統合の動き、（3）国立大
学、国の研究機関等の独法化と地元や中小企業支援へ
の展開、（4）自治体の財政制約と産業政策の混迷」を
あげている

36

。
　検討の目的としては整理合理化の議論が先行する中
で、公設試が、自らの役割と進路を再点検し、自律的 ・
継続的な機能の高度化を進めることが必要であり、公
設試の今後のあるべき姿について、中小企業技術政策
の視点から、方向性を示すこととしている

36

。
　まとめとして今後の公設試のあるべき姿をめぐり、
基本的機能として①フルライン指向を排し、「選択と集
中」により、「地域固有の要請」に対応した特色ある公
設試の実現に向けた機能の特化、②基礎シフトから脱
し、実践指向の支援への転換、③試験等設備への依存
を脱し、ソフト的支援手法を高度化させニーズに対応
をあげ、組織運営としては①他の中小企業支援機関等
との「連携と役割分担」により、円滑な支援体制の実
現、②公設試における望ましい運営システムの構築に
向けた「指針」を提示し、国の政策のあり方としては
技術開発や事業化支援、検査 ・ 評価、プロジェクトマ
ネジメント、知的財産支援等の機能強化策を提言して
いる

36

。

⑺　文部科学省による公設試の検討
　2011年３月には文部科学省が「地域イノベーション
推進のために公設試験研究機関が果たすべき役割に関
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する検討会報告書」を発表している
37

。文部科学省は「公
設試はこれまで、地域の中小企業や農林漁業者などの
事業者に対する技術指導、試験分析等により地域産業
の底上げを図ると共に、地域の特性を生かした研究開
発を通して、我が国全体の科学技術の発展や多様性の
確保に貢献してきた。近年では、クラスター形成事業
等の地域産学官連携事業への参画を通じて、大学や中
小企業等との共同研究などにより、新技術の事業化へ
の貢献を期待されている公設試も存在する。その一方
で、全国の公設試の現状を見渡すと、事業予算額、研
究者数はこの数年間で急激に減少しており、また、一
部の自治体においては、公設試の統廃合も行われるな
ど、公設試のポテンシャルの低下が懸念されている

37

。」
と論じ、さらに「今後、地域にはこれまで以上に主体
性を持って、地域科学技術や地域産業の振興を図って
いくことが求められている中で、その中心機関の一つ
である公設試が、今後どのような役割を果たしていく
べきか再検討することは極めて重要であることから、
第２期地域科学技術施策推進委員会は、「地域イノベー
ション推進のために公設試験研究機関が果たすべき役
割に関する検討会」の設置を決定した

37

」としている。
この検討会では、地域イノベーションの推進に向けて、
公設試が果たすべき役割と、今後求められる施策につ
いて、個々の地域の事情のみならず、我が国全体のイ
ノベーションネットワークを構築する視点から検討を
行い、「地域科学技術振興の現状について」、「公設試を
とりまく現状について」、「公設試の運営に関する課題
について」、「地域イノベーション推進に向けて公設試
が果たすべき役割」、「地域イノベーション推進のため
に今後求められる施策」について報告書をとりまとめ
ている

37

。
　この検討報告書によれば、公設試の職員数はいずれ
の業種においても、全職員数、技術系職員数ともに減
少傾向にあり、業種別公設試の技術系職員のエフォー
トは、工業系は研究開発、依頼試験、技術相談につい
て偏りなく業務が実施されるが、農業系では研究開発、
環境 ・ 衛生系では依頼試験が多くなっている

37

。中小企
業へのアンケート調査結果より、製品開発をするにあ
たり、技術支援の相談先としては公設試が最多で、次
いで大学であり、公設試利用の企業活動への貢献は「技
術データや技術情報の入手」が最多で、次いで「新商

品の開発に寄与」、「自社の研究開発要員の能力向上に
寄与」、「研究開発コストの削減に寄与」、「新分野への
進出に寄与」の順で、公設試の弱い点は「対応できる
技術領域が狭い」が最多、次いで「職員数が少ない」、

「設備 ・ 装置が古い」の順であった
37

。公設試は「地域が
抱える広範な産業分野、ニーズの専門化、多様化に対
する対応」、「人材養成やコーディネート等、新たな要
請への対応」、「地域貢献への期待が高まる大学と公設
試との連携強化」、「公設試に関する予算 ・ 人員の減
少」、「地方独立行政法人化への対応」、「職員の固定化、
高齢化」、「公設試の取組に関する納税者に対する説明
責任の増加」等多くの課題に直面していることも述べ
られている

37

。さらに、地域イノベーション推進のために
公設試は、「研究機関としての強み、専門性を生かして、
地域の成長戦略の策定への積極的な参画」、「公設試に
おける大学の地域貢献機能強化への積極的な関わり」、

「地域産業を担う中小企業等のイノベーション活動への
技術支援機能のほかに、コーディネート機能やプロジェ
クトマネジメント機能、技術面からの経営サポート機
能」、「公設試間連携、地域間の広域連携」、「公設試の
取組の見える化」等が必要と論じられている

37

。

⑻　公設試の地方独立行政法人化
　2000年12月政府の行政改革大綱

38

に初めて地方独立行
政法人が登場し、2003年地方独立行政法人法

39

（以下「地
独法」と記す）が制定されている。公設試ではこの頃、
地方公共団体の財政状況逼迫による予算 ・ 人員削減傾
向で、利用ニーズに対応可能な最新の分析機器等の導
入が難しい状況にある一方、利用ニーズの多様化等に
より公設試研究員に求められる役割は増加傾向にあり、
厳しい組織運営の打開策の一つとして地方独立行政法
人化（以下「地独化」と記す）の検討が始まったと見
受けられる

40

。
　2006年には２つの公設試、岩手県工業技術センター
と東京都立産業技術研究センターが初めて地独化した。
2017年４月１日現在、地独化している法人は大学70、
公営企業53、試験研究機関（公設試）11、社会福祉１
の計135法人で、地独化している公設試は図表１に示す
通りである

41

。
　2017年４月に公設試として日本初の２つの地独化が
行われた。一つは、神奈川県産業技術センターと公益
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財団法人神奈川科学技術アカデミー（KAST）が発展
的に統合し、地方独立行政法人神奈川県立産業技術総
合研究所がスタートした

42

。これは県立の公設試と財団
が統合しての地独化である。もう一つは地方独立行政
法人大阪府立産業技術総合研究所と地方独立行政法人
大阪市工業研究所が統合して、地方独立行政法人大阪
産業技術研究所がスタートした

43

。既に地独化している
公設試同士の統合で、スーパー公設試を目指している。
　林 ・ 田辺（2012）は公設試の地独化が始まった頃、
地独化した公設試へのヒアリング等から、公設試は地
独化により、法人化による意思決定の迅速化、柔軟な
制度設計、外部資金獲得も含む柔軟な予算運用、柔軟
な人材確保等多くのメリットが表出していること、一
方で公設試の地独化による法人の業務運営、法人の会
計等の組織運営についての変更が多く、それらに伴う
事務作業量の増加やイニシャルコスト、ランニングコ
ストの発生等が課題であること等を明らかにした

40

。

５．�公設試のイノベーション創出支援事例や特
徴的な取り組み

　公設試が中小企業のイノベーション創出を支援した
事例や、公設試の特徴的な取り組み等について筆者が
実施したヒアリング等をベースとして整理し、公設試
が果たした支援機能について検討する。

⑴　地方独立行政法人北海道立総合研究機構
①火力発電所脱硫剤混練成形用スクリューの開発支援

　地元に立地している中小企業Ａ社社長は、従前より
前北海道立工業試験場（現地方独立行政法人北海道立
総合研究機構、以下「前道工試」と記す）を頼りにし
ており、長年に渡り、何でもＢ研究員等へ相談し、以
前別の研究員が技術開発派遣指導事業で社員に微積か
ら教育し、CAD を使えるように指導したこともある
等、Ａ社長と前道工試の研究員の間には信頼関係が構
築できていた。
　Ａ社長は発電所でスクリューの傷みが激しいために
定期的に止めてスクリューを交換していることを知り、
スクリューの材料等の開発についてのアイディア考え、
Ｂ研究員に相談した

44

。Ａ社には研究開発要員がいない
ことから、Ｂ研究員が中心になって研究開発に取り組
み、耐摩耗性に優れるけれども難溶接材料である傾斜
組成超硬合金のパーツを、事前にスクリューの山側に
溝加工を施して貼り付ける手法を開発することで溶接
に成功した

44

。評価試験は北海道大学（以下、「北大」と
記す）、室蘭工業大学、苫小牧高専に依頼した。当初、
水力発電の部品用にと研究開発を行っていたが、Ａ社
社長とＢ研究員が地元公共事業系大企業へ技術営業に
行き、Ａ社社長がその場で無償での試用を申し出たと
ころ、地元公共事業系大企業は実際に試用してみたと
ころ、700～800時間使用で交換していた従来の表面被
膜法のものに比して３倍の寿命があることが明らかと
なり、火力発電所の排煙から硫黄分を除去する脱硫剤

（ペレット）を製造する工程でＡ社の提案を使用するこ
ととなった

45

。

図表１　地独化している公設試（2017年４月現在）

法　　人　　名 設立時期
地方独立行政法人北海道立総合研究機構 2010年４月
地方独立行政法人青森県産業技術センター 2009年４月
地方独立行政法人岩手県工業技術センター 2006年４月
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 2006年４月
地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研空所 2017年４月
地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所 2012年４月
地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所 2017年４月
地方独立行政法人大阪産業技術研究所 2017年４月
地方独立行政法人鳥取県産業技術センター 2007年４月
地方独立行政法人山口県産業技術センター 2009年４月
地方独立行政法人京都市産業技術研究所 2014年４月

出典：http://www.soumu.go.jp/main_content/000490024.pdf
41

を編集
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　Ａ社社長がアイディアを出し、Ｂ研究員が最初から
相談にのりながら、主たる研究開発と技術課題解決を
担当し、評価試験は B 研究員が北大等高等教育機関へ
依頼し、製品化 ・ 実用化はＡ社が行い、地元公共事業
系大企業への技術営業、すなわち販路開拓までＡ社長
にＢ研究員が同行し、B 研究員が一貫して支援し、Ａ
社は地元公共事業系大企業との取引が成立した

44，46

。Ａ社
は特許も取得し、さらに、Ａ社はこの開発により、2004
年度北海道新技術 ・ 新製品開発賞大賞を受賞した。Ａ
社とＢ研究員等による図表２の超硬チップを溶接し耐
久性に優れた火力発電所脱硫剤混練成形用スクリュー

44

の開発は、地元公共事業系大企業と取引成立により、
新たな経済的価値を生み出しており、イノベーション
創出とみなすことができる。
　Ｂ研究員は専門知を提供するとともに、地元公共事
業系大企業へ売れることが重要と考え、公設試研究員
が技術営業に同行することによる信頼性が必要と考え
同行しており、事業化知も提供していると考えられる。
まさに、Ｂ研究員は東北大学大学院工学研究科堀切川
一男教授の活動から林 ・ 田辺（2010）が提唱した仙台
堀切川モデルを援用すれば「専門知と事業化知の同時

提供機能」を果たしている
８

。林 ・ 田辺（2010）は、イ
ノベーション創出に関する知が専門知と事業化知から
成ると考え、専門知とは新製品開発に関する要素技術
等の専門的な知識、事業化知とは新製品の生産のため
の技術や新製品を市場で流通させるためのマーケティ
ングや販路拡大戦略や特許戦略等の専門的な知識と定
義している

８

。
　また、Ａ社長は何でも道工試及びＢ研究員に相談に
出向き、互いの信頼関係は深く、Ａ社長が実現したい
アイディアに必要なことをＢ研究員は行っており、林 ・
田辺（2010）が提唱した仙台堀切川モデルを援用すれ
ば、B 研究員は「地域中小企業のパートナー機能」も
果たしている

８

。
　Ｂ研究員はＡ社長のアイディア提案から、自らの研
究開発等を経て、技術営業まで同行するという「一貫
支援機能」を担うとともに、単に研究開発や技術課題
解決を担うだけでなく、全体を俯瞰しながら、支援側
の中心的なプロデュース人材として、外部のどの大学
へ評価試験を依頼するかや、技術営業に同行が必要と
いうこと等、「プロデュース機能

６

」も担っている。
　この開発ケースは産学連携によるものであり、イノ
ベーション創出のステージ別に誰が役割を担ったかを
産学連携チャートに

47

プロットしてみると、図表３のよ
うになる。研究開発機能を持たない中小企業がイノベー
ションを創出するには、自らアイディアを提案し、自
社で保有しない「主たる研究開発」と「技術課題解決」
と「販路開拓等」を公設試が担い、「評価試験」を大学
が担うのが効果的な役割分担と考えられ

47

、まさにＡ社
長とＢ研究員等の取り組みはそれに該当する。

出典：http://www.sec.jp/genki/?p=2948
45

図表２　超硬チップを溶接し耐久性に優れた　　
　　　　火力発電所脱硫剤混練成形用スクリュー

44

出典：林聖子：地域中小 ・ ベンチャー企業の産学連携事例に見る産学連携チャート，
日本知財学会第５回年次学術研究発表会予稿集，p.504-507，2007

47

．
図表３　Ａ社の火力発電所脱硫剤混練成形用スクリュー開発におけるステージ別役割
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②地独化後の地方独立行政法人北海道立総合研究機構
　2010年４月、北海道内22の公設試が統合し、地方独
立行政法人北海道立総合研究機構（正式略称「道総研」
の為、以下「道総研」と記す）が発足した。現在、22
の拠点、約1,100名の職員を有する総合試験研究機関で
あり、法人の運営を行う法人本部と、研究を行う６つ
の研究本部（産業技術研究本部、農業研究本部、水産
研究本部、森林研究本部、環境 ・ 地質研究本部、建築
研究本部）で構成されている

48

。
　道総研では従来からの経常研究に加え、北海道の重
要な施策などに関わる分野横断型の研究で、法人内の
各研究分野及び大学や企業等との連携により実施する
戦略研究（原則５年以内）や、実用化、事業化につな
がる研究や緊急性の高い研究で、法人内外との連携を
図って実施する重点研究（原則３年以内）等各種の研
究制度を設け、研究開発を推進している

48

。
　道総研は、従来前道工試等で実施してきた例えば前
掲したＡ社支援のような One to One の企業支援の機
能を残しつつ、各分野の公設試が統合したことによる
分野横断的な総合力という強みを活かし、北海道の産
業発展に寄与する研究（例えば付加価値向上による食
産業活性化の推進）等を推進している。
　統合したことで、前道工試と前北海道立農業試験場

（以下、「前道農試」と記す）が定期的にミーティング
を行っている。従来であれば、例えば前道工試は農機
具開発希望の企業からの依頼の際に、開発した農機具
が売れるかどうかや販売価格等は気にせず、ハイスペッ
クの技術を盛り込んだ農機具になるように開発支援し
ていた。しかし、前道工試と前道農試の定期的なミー
ティング等を通して、前道農試から農家の収入等から、
農家が購入可能な農機具の価格帯があり、それよりも
高価格帯の農機具は、いくら機能がハイスペックであっ
ても農家は購入しない等の実態を聴き、前道工試は売
れる農機具開発が必要であることを認識したという。
これは、分野横断的に複数の道内公設試が統合し、連
携した長所の一つと見受けられる。全体を俯瞰しなが
ら、総合力を活かした連携支援機能と見受けられる。

⑵　北海道立工業技術センター
①設立経緯と概要
　1986年、函館のテクノポリス地域の中核的試験研究

機関として、北海道立工業技術センター
49

は開設した。
北海道、函館市、上磯町（現北斗市）、大野町（現北斗
市）、七飯町、民間企業などからの出捐金を基金とし、
北海道が設置し、財団法人函館地域産業振興財団（現　
公益財団法人函館地域産業振興財団

50

）が管理運営を行
う公設民営である。すなわち、北海道立工業技術セン
ターと公益財団法人函館地域産業振興財団は表裏一体
の組織である。
　2017年度現在研究職（以下は「研究員」と記す）は
22名で、食品技術、バイオ、材料、機械電子技術、プ
ロセス材料等、コンパクトながら工業系分野を概ねカ
バーしている。基本方針は地域の企業支援で、特に、
新商品や新技術開発に熱心な企業と積極的に手を結び、
経営者が描く夢の実現を支援している

19

。地元産業界か
らは北海道電力、地元大手企業、地元中小企業が、研
究員を開設時から15年あまり北海道立工業技術センター
へ派遣した。この制度は、派遣元地域企業等と公設試
のネットワークに役立った。

②地域企業ニーズに対応した支援コンセプト
　設立当初、地域産業に寄与するための研究シーズを
研究開発することと、公設民営の特徴をどこに求める
かについて当時の財団事務局長と公設試研究開発部長
が検討し、企業のニーズに対応する方向性が定まって
いった。企業ニーズに対応するとは、技術相談や技術
指導はもとより、共同研究による新製品開発、利益を
生んで継続する事業化まで、公設試が対応することで
ある。
　設立翌年には、業界団体等の既存グループを中心と
する地域企業約20社から、北海道立工業技術センター
の活用を目途に「新技術開発サロン」開催の申し入れ
があり、サロンがスタートした。地域企業の経営者等
異業種のメンバーが集まり、先端技術分野を中心とす
る新技術開発の方向を展望する活動で、北海道立工業
技術センターがアドバイザーとして参画してきた。
　函館地域初の公設試として地域企業に認知してもら
うため、企業が望む技術相談、技術指導、その発展的
な共同研究はもとより、事業化、商品化、資金面の相
談等、可能な限りいずれにも対応してきた。公設試研
究員は、全員財団職員でもある。設立当初採用した研
究員は全員企業出身者であり、業種は異なっても企業

52
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におけるビジネス感覚を持っていた。その後、研究開
発部長として活躍した宮嶋氏は「都道府県が設置した
公設試と函館の工業技術センターでは、何が違ってい
るのだろうか。前者は都道府県の大きな組織の一部と
して公へのサービス提供に重点を置いているが、後者
はいわば単一の企業と同じ独立執行組織であり、現場
トップ（センター長）の判断の下に、地域企業支援に
結び付くさまざまな広い活動を即断即決で実行できる
点に違いがある。民間との共同 ・ 受託研究の受け入れ
の可否、企業等とのタッグによるコンソーシアム事業、
補助事業等への申請など財団独自の裁量で行ってい
る

51

。」と述べているように、現場トップの意思決定が速
く、地域中小企業がスピーディな新製品開発を希望し、
研究テーマを持ち込み、数万円でも共同研究費を支払
うと、研究現場の研究員が対応可能ならば、翌日から
でも共同研究の開始が可能である

52

。また、公設試と財
団が表裏一体の組織であるため、研究員は財団の企業
支援制度（研究開発助成等）を把握しており、企業支
援時に適時紹介している。

③イカ釣り用オモリの開発支援
　ａ）鉛製新型オモリ「スカリー」の開発支援
　地元に立地している中小企業の釣り用オモリメーカー
Ｃ社社長は2000年夏、「速く落ちるオモリを作りたい
が、どういう形にすればよいか、条件を教えてほしい」
と北海道立工業技術センターへ技術相談に訪れ

53

、Ｄ研
究員が対応し、流体力学的手法の説明と資料提供をし
た。
　１カ月後にＣ社長はオモリを沈降させた実験データ
を持参し、Ｄ研究員に「オモリの流体特性を改善する
具体的な方法、他のオモリと差別化する方法」のアド
バイスを求めた

54

。Ｄ研究員はＣ社長が持参したデータ
は、流線形のオモリの沈降速度が遅くなっており、流
線型にして抵抗を減らし、速く沈降させるという方法
では解決できないため、研究開発の必要性を感じた

54

。
　Ｃ社長は2001年２月の展示会への出展を希望してい
たため、速く沈降するオモリを完成したい要求が強く、
時間をかけて開発する余裕がなかった。そこで、Ｄ研
究員はＣ社長が持参した実験データの最も速いオモリ
を基本とし、流体解析で流体抵抗を下げる改良を考え、
光造型装置で模型を製作する共同研究をＣ社長へ提案

し、Ｃ社と北海道立工業技術センターでの共同研究「３
DCAD による設計、光造形によるマスター型の製作」
が2000年10月から開始し、Ｄ研究員が担当し、翌月の
11月30日まで実施された

54

。Ｄ研究員は３ DCAD で設計
し、光造型装置でマスター型を作成し、Ｃ社長はそれ
を持参して既知の韓国の金型メーカーへ依頼し、金型
は2001年１月中旬に仕上がり、Ｃ社長はその金型を用
いてすぐに製造を開始し、Ｃ社長の希望通りに同年２
月の展示会へ出展できた

54

。そして、2001年４月鉛製新
型イカ釣りオモリ「スカリー」として発売を開始した。
Ｃ社長とＤ研究員の密度の濃い連携で、短期間で新製
品開発を達成できた

54

。
　従来からオモリは模倣品が出回っている為、Ｃ社長
とＤ研究員は模倣対策を検討し、2001年３月鉛製新型
オモリの特許を出願するとともに、広く知られること
で模倣を防ごうと考え、同年６月にグッドデザイン賞
に応募し、同年10月に受賞し、同年11月には北の生活
産業デザインコンペティションへ出品し、2002年１月
には奨励賞を受賞した。Ｄ研究員はこれらに受賞でき
た際にはマスコミで取材してもらうように、テレビ局
や新聞社へ働きかけた

54

。
　公設試の支援では通常企業から依頼された技術指導
等だけを行うことが一般的であったが、Ｄ研究員は2000
年10月から2001年１月にかけてＣ社と北海道立工業技
術センターとの共同研究を含めた鉛型新型オモリの開
発を、Ｃ社長と共に設計から上市までに必要な事を行っ
ている。

　ｂ） 鉛フリーイカ釣りオモリ「ワンダー」の開発支
援

　鉛製新型イカ釣りオモリ「スカリー」は開発できた
ものの、Ｄ研究員にとっては改良の域を出ていない思
いがあり、船釣りオモリの流体特性を把握し、さらに
沈降が速いオモリの開発には本格的な研究が必要と考
え、Ｃ社長へ2001年４月に共同研究を提案した

21

。
　Ｃ社長はかつて釣用品業界団体の理事 ・ 環境委員会
鉛部会長として世界会議に出席し、鉛の環境汚染を聴
き、鉛への問題意識を持ち、自社製品の鉛オモリには
コーティングを行い、人が鉛に触れないようにしてい
た。
　そこで、鉛フリー鋳鉄製船釣り用オモリの開発を目
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途に、2001年７月から2006年３月までの間にＣ社と北
海道立工業技術センターは４回の共同研究を実施した。
　Ｄ研究員は北海道立工業技術センターではできない
海上実験や水槽実験によるデータが必要と考え、2001
年４月既知の北大水産学部Ｅ教授へ依頼したところ、
卒論テーマとして取り上げてもらえることとなった。
北大は共同研究の協力機関という位置づけで参画した

21

。
　船釣り用オモリの流体特性、最適形状、釣用鋳鉄オ
モリの腐食特性等の研究をＣ社長、Ｄ研究員、北大で
進め、2002年２月中小企業総合事業団の課題対応技術
革新促進事業の F/S 研究調査事業へ応募し、同年５月
に採択され、Ｄ研究員はどういう形状のオモリが力学
的に速く沈降するかを流体解析で導出するとともに、
北大へ依頼していた海上実験や水槽実験データとつき
あわせながら、速く沈降するオモリの条件等を導出し
た

21

。
　Ｃ社長とＤ研究員は常に議論し、密な連携を図りな
がら、2003年３月から中小企業総合事業団課題対応技
術革新促進事業の研究開発事業に「鉛フリー釣り用オ
モリの実用化に関する調査研究」で応募し、同年８月
に採択され、３者に加え、北海道立工業技術センター
研究開発部長宮嶋氏を研究統括とし、他のイカ釣り機
械メーカーや鋳造メーカー、他大学や前道工試とプロ
ジェクトチームを形成して、調査を開始した

21

。
　2004年３月には図表４の鉛フリーイカ釣り用オモリ

「ワンダー」が完成したが、Ｃ社長やＤ研究員等の模倣
対策を十分に行ってからとの考えで、すぐに市場へは
出さず、韓国や中国への技術調査を行うとともに、Ｄ
研究員の設計内容で鋳造メーカーは鋳鉄製イカ釣りオ

モリの量産のための２次試作を行い、イカ釣り機械メー
カーはイカ釣りオモリに適したイカ釣り機械の制御方
法を他大学から指導を受けながら明らかにし、鉛フリー
イカ釣り用オモリの性能を最大限引き出せるイカ釣り
機械を開発している

21

。
　さらに、海外販売ルートや海外市場技術調査、委託
生産等の開拓の為やテスト販売等を行うために、新連
携補助事業へ応募し、認定され、2006年４月から事業
が始まり、2007年３月事業は終了した。
　2007年６月から鉛フリーイカ釣りオモリ「ワンダー」
の本格販売を開始し、2011年１月末までに、Ｃ社長に
よれば185,000本、漁業者向け「鉄矢」は100,000本を販
売した

56

。好調な販売状況であり、イノベーション創出
と見受けられる。

　ｃ） 鉛フリーイカ釣りオモリ「ワンダー」の開発成
功要因

○技術開発
　吉野（2016）は鉛フリーイカ釣りオモリ「ワンダー」
の技術面の開発成果として、「実験と解析を重ね、これ
までの既存の流線型オモリに含まれる沈降速度と姿勢
の問題点を研究」し、「オモリの沈降性能を決定する最
も重要な点はオモリの重心位置とその重心に発生する
回転モーメントであることを明らかにし」、「これらを
もとに、流体解析を応用して沈降速度が速くなるため
の幾何学的条件と簡易的な計算方法を考案し、この技
術によって、これまでにない全く新しい形状のオモリ
を開発した」と述べ、「その性能は従来の鉛オモリに比
較して沈降速度と直進性が格段に向上し、材質を鉛か
ら比重が三割も小さい鋳鉄にしても沈降時間で約30％
短縮するものとなった」と論じている

57

。まさに、Ｄ研
究員は専門知を提供している。

○事業化
　最初の鉛製新型オモリ「スカリー」はＣ社長の希望
でスタートし、Ｄ研究員が専門知を提供し開発できた
が、Ｄ研究員にすれば改良であった。
　Ｄ研究員はイカ釣りオモリには学術的な研究開発が
必要とＣ社長に提案し、共同研究がスタートしている。
Ｄ研究員はイカ釣りオモリとして何が必要か全体を俯
瞰しながら戦略を検討し、競争的資金を上手に活用し

出典：http://fishing-fujiwara.com/wonder1/
55

図表４　鉛フリーイカ釣り用オモリ「ワンダー」
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ながら、鉛フリーイカ釣りオモリ「ワンダー」及び「鉄
矢」の研究開発から販売までをプロデュースし、一貫
して支援している。Ｄ研究員は支援というより、当事
者としてコミットしていると見受けられる。Ｄ研究員
は専門知を提供する支援側の中心的な「プロデュース
人材」として「全体俯瞰機能」を発揮しつつ、「プロ
デュース機能」と「一貫支援機能」を担っている

６

。ま
た、Ｄ研究員は専門知を提供するのみならず、事業化
までの全容を見据えて戦略を練り、最初は北大水産学
部に入ってもらい、順次産学官連携メンバーを強化し、
産学官連携を効果的に活用し、不足するリソースを確
保して開発に成功しており、林 ・ 田辺（2010）が提唱
した仙台堀切川モデルを援用すれば「専門知と事業化
知の同時提供機能」を果たしている

８

。同様に、Ｄ研究
員は最初の改良という鉛製新型オモリ「スカリー」の
開発から上市まで、鉛フリーイカ釣りオモリ「ワン
ダー」の開発から上市まで、新製品開発に関する専門
知や事業化知が蓄積、継承される「知の蓄積継承機能」
も果たしていると考えられる

８

。
　さらに、Ｃ社長はＤ研究員について「自社に研究開
発部門を保有していないが、外部に研究開発部がある
ようで、ありがたい」と述べていることや

56

、Ｃ社長と
Ｄ研究員は常にコミュニケーションしながら、開発に
必要なイノベーションリソースをＤ研究員が検討し、
自らが提供する以外に、外部から補完しており、まさ
に林 ・ 田辺（2010）が提唱した仙台堀切川モデルを援
用すれば「地域中小企業のパートナー機能

８

」も発揮し
ていると見受けられる。

④都市エリア事業とクラスター創成事業
○都市エリア事業への挑戦
　2002年度文部科学省は地域の個性発揮を重視し、大
学等の「知恵」を活用して新技術シーズを生み出し、
新規事業等の創出、研究開発型の地域産業の育成等を
図るとともに、自立的かつ継続的な産学官連携基盤の
構築を目指した事業として、「都市エリア産学官連携促
進事業（以下、「都市エリア事業」と記す）を開始し

58

、
中核都市とその周辺地域を都市エリアとして指定し、
地域の強みを活かした新しい産業創出を目途とし、１
億円×３年間の一般型の提案公募方式がスタートした。
　前掲した宮嶋氏は、この都市エリア事業に函館の今

後の発展可能性があるとの強い考えを持ち、水産 ・ 海
洋に特化した提案をしたが、都道府県が申請主体者で
あるため、初年度の都市エリア事業においては道内で
の予選を通過しなかった

19，54

。

○一般型都市エリア事業
　2003年度宮嶋氏らは都市エリア事業への応募に再度
チャレンジし、全国９地域の一つとして函館都市エリ
アが採択され、北海道立工業技術センターはコア研究
機関であり、なおかつ２枚看板の財団法人函館地域産
業振興財団が事業全体のマネジメントを実施する中核
機関を担った。
　最初、函館エリアでの一般型都市エリア事業は参加
企業13社と大学 ・ 公設試 ・ 支援機関等でスタートした
が、北海道立工業技術センターが個別新製品開発や新
技術開発を支援し、ガゴメ ・ 活イカパック輸送 ・ 生鮮
活き〆イカパック ・ いか墨可食性インク ・ 迅速細菌検
査技術等、地域中小企業群から多数のイノベーション
が創出された

19，54

。

○発展型都市エリア事業
　2006年度には発展型都市エリア事業へ応募し、採択
された。この発展型は２億円×３年間というものであ
る。宮嶋（2007）によれば2006年度末には、参加企業
は71社に増え、大学 ・ 公設試 ・ 支援機関等合わせて96
機関、200名弱の研究者が連携し、都市エリア事業最大
の連携体を構成し、70品目以上の新製品が開発され、
新製品の売り上げ累計は４憶７千万円、ガゴメ昆布増
産の売上分は12億７千万円へと発展した

51

。

○知的クラスター創成事業（グローバル拠点育成型）
　2009年度から「函館マリンバイオクラスター～ UMI

（Universal Marine Industry）のグリーン ・ イノベー
ション～」へと名称を変更し、ガゴメを中心に研究開
発から製品開発に取り組み、参画企業はさらに増えて
119社、ガゴメを使ったキャラメルやサプリメント等
200品目以上の新製品が開発され、三浦（2016）は「事
業の経済効果額を北海道産業連関表から試算すると、
売り上げに加えて、生産（漁業）から加工、輸送、流
通や、商品の包装、パッケージデザインといった産業
も加えて、10年で220億円以上となる

59

」と論じ、地域経
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済へ大きな効果がもたらされたことが伺える。

○ 地域イノベーション戦略支援プログラム「グローバ
ル型」

　2010年度より、文部科学省はクラスター形成に関し
て、地域と大学等との組織的な連携を強化し、一層の
地域の自立化を促進するため、これまで実施してきた

「知的クラスター創成事業」及び「都市エリア産学官連
携促進事業」、大学における産学官連携の体制整備を行
う「産学官連携戦略展開事業」を一本化して、「イノ
ベーションシステム整備事業（地域イノベーションク
ラスタープログラム）」とし

60

、函館マリンバイオクラス
ターは地域イノベーション戦略支援プログラム「グロー
バル型」に位置づけられることとなった。

　以上のように、北海道立工業技術センターは地域中
小企業の鉛フリーイカ釣りオモリ「ワンダー」及び「鉄
矢」等のイノベーション創出を長年に渡り、研究員が
密に連携支援して実現するとともに、ナショナルプロ
ジェクトへ応募、採択され、多数の新製品開発を具現
化し、地域経済への貢献を牽引してきた。

⑶　地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所
　2017年４月日本で初めて県立の公設試神奈川県産業
技術センターと公益財団法人神奈川科学技術アカデミー

（KAST）が発展的に統合し、地方独立行政法人神奈川
県立産業技術総合研究所（以下、「KISTEC」と記す）
としてスタートした

42

。

①特徴的な取り組み
　神奈川県産業技術センターでは2001年度、外部委員
の機関評価を受けたところ、技術支援を強化すべきと
いう結果であり、当時の知事の考えから企業出身の副
所長（その後所長、現理事長）を招聘し、企業経営の
視点を導入した。３年 ・ ３倍増活動等を実施して利用
頻度を向上し

15

、QL ２活動で支援の質も向上させ、技
術支援の枠組みをこえて技術開発から商品化までの事
業活動を総合的に支援する取組を実施した後

46

、2017年
４月に地独化して、事業化支援部を作り、企業の事業
化までの支援を明確にしている。

② 2003～2005年度「ものづくり技術支援強化３年 ・ ３
倍増活動（３ ・ ３活動）」

　３ ・ ３活動は公設試の客のニーズを重視し、技術相
談件数 ・ 依頼試験収入 ・ 受託研究収入を３年で３倍に
しようという活動で、県内大企業を公設試が訪問し、
サプライヤー等の中小企業を紹介してもらい、中小企
業へ営業に出向くという地道な活動が効果を生み、実
際に目標値を超えた。唐澤（2006）は３ ・ ３活動の成
功要因として「３ ・ ３活動の目標を職員の提案のもと
に内外にわかりやすく設定するとともに、職員がお客
様に役立ちたいという気持ちを持ち続け、積極的に企
業へ働きかけ、起業から活用いただいたおかげである。
特に、利用者のリピート率の高さは目標達成に大きく
寄与した」と述べている

15

。さらに、唐澤（2006）はニー
ズに基づく研究開発による実用化として「新しい熱交
換システムによるエネルギー有効利用技術の開発」を
とりあげ、公設試が大学へのコーディネートを行い、
産学公連携の技術開発支援へと発展したケースを紹介
し、公設試による産学公連携コーディネートによる中
小企業技術開発支援の重要性も論じている

15

。

③ 2006～2008年度「ものづくり技術支援質的レベル倍
増活動（QL2 活動）」

　量的な目標値は達成できたので、次は質的な向上を
目指し「ものづくり技術支援質的レベル倍増活動

（QL2 活動）」を行い、これも目標値を達成した
46

。

④ 2009年度～「ものづくり支援グレードアップ ONE-
ONE 活動で中小企業の技術開発から商品化までを目
指す事業活動を総合的に支援」する活動

　2009年度からはオンリーワン技術を支えるナンバー
ワン公設試を目指し、従来の技術支援の枠組みをこえ
て、技術開発から商品化までの事業活動を総合的に支
援する取組として、製品化 ・ 商品化の促進を明確化し
た「ものづくり支援グレードアップ ONE-ONE 活動で
中小企業の技術開発から商品化までを目指す事業活動
を総合的に支援」する活動を展開している

46，61

。

⑤地独化後の事業化支援部
　KISTEC になると事業化支援部を作り、地域企業へ
の事業化支援を模索するとともに、地域企業のイノベー

56
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ション創出支援をサポートできるのは公設試研究員や
OB ではないかとの考えも持ちながら、推進している。

　以上のように、KISTEC は統合した２機関の強みを
活かし、基礎研究から事業化までを一貫支援すること
で、地域企業の新製品開発や新たな事業化等のイノベー
ション創出までを支援することを表明している

42

。まさ
に、公設試が一貫支援機能を重視しながら、全体俯瞰
機能、プロデュース機能を提供し、地域中小企業のパー
トナー機能を発揮していると見受けられる。

⑷　�地方独立行政法人大阪産業技術研究所森之宮セン
ター（前地方独立行政法人大阪市立工業研究所）

　2008年４月に大阪市立工業研究所（現地方独立行政
法人大阪産業技術研究所森之宮センター）は単独で地
独化し、2017年４月日本で初の地独化公設試同士とし
て大阪府立産業技術総合研究所と地方独立行政法人大
阪市立工業研究所が新設合併し、地方独立行政法人大
阪産業技術研究所として新スタートをきり

43

、両機関の
強みを融合して生まれる総合力を生かし、大阪の経済
成長の源泉となる産業技術とものづくりを支える知と
技術の支援拠点「スーパー公設試」として、企業の成
長 ・ 発展に貢献していくことを表明している

62

。

①研究に軸足を置いた旧大阪市立工業研究所
　大阪市立工業研究所（現地方独立行政法人大阪産業
技術研究所森之宮センター、以下「旧大阪市工研」と
記す）は1916年の設立以来、主に化学分野関連の研究
開発に取り組み、すなわち研究に軸足を置きながら、
その研究成果（研究シーズ）を受託研究等を通して技
術移転し、事業化までの支援により、大阪市内中小企
業の技術支援機関として、地域産業の振興に寄与して
きた

44，62

。
　他の公設試が国の科学技術政策、それを受けた地域
科学技術政策等の変化に伴い、次第に研究員が経常研
究へ費やすエフォートや予算が減ってきている中で、
旧大阪市工研はあくまで研究中心に歩んできた。

②スター研究員を核とするミニクラスターの形成
　旧大阪市工研では研究に軸足を置きながら、各研究
員の研究シーズを各企業へ移転し、複数の事業化が行

われている。
　林 ・ 田辺（2014）によれば、各研究員の研究シーズ
を共同研究等を通して各企業に技術移転し、事業化 ・
実用化しており、例えば開発事例としては、金属錯体
還元による金属ナノ粒子の開発や金属ナノインクの開
発、放置竹林の竹を使い、とうもろこしを原料とする
ポリ乳酸に混ぜての食器開発、光ピックアップの基盤
となる樹脂（PPS）の開発、放熱材料の開発、シアン
フリー浴からの銅－亜鉛合金メッキに関する開発、無
電解銅めっき用銀ナノ粒子触媒に関する開発、有機無
機ハイブリッド材料等の開発を行い、実用化している

44，63

。
各研究員の専門性の高い研究領域での研究シーズをベー
スとして、中小企業の新製品や新技術の開発等を目途
とする受託研究申し込みを受け、研究依頼企業より技
術者を受け入れ、公設試の研究室で研究員の指導のも
とに共同で研究を行っている

44，63

。この制度は研究員が各
企業へ出向いていって技術指導や共同での開発をする
よりも効率的で、研究の成果を迅速に研究依頼企業の
工場生産に移すことができ、企業からの技術者を研究
員が共同研究の過程ごとに指導する為、その技術者を
専門技術者に養成することができる等のメリットがあ
る

44，63

。特定の研究員は複数の企業から受託研究を受け、
実用化までに至っており、これらの研究員の所属する
研究室へは複数の企業の技術者が集まり、その研究室
が企業同士の出会いの場となり、企業間連携が自然と
行われ、企業間連携による新たな取り組みが生まれて
いる

44，63

。これらの取り組みは新製品や新事業開発に加え
て、企業の技術者育成を担う機能も果たしており、全
体を俯瞰しながらプロデュース機能を果たしている。
さらに、特定研究員は自らの研究室に集まる企業同士
のコーディネートも行なっている

44，63

。
　旧大阪市工研では研究員の研究シーズに対して企業
が受託研究を申し込み、事業化を支援している特定研
究員らは、ズッカー、ダービー（2007）が提唱するス
ター ・ サイエンティスト

64

と位置付けることができ、ス
ター研究員と見受けられる

44

。スター研究員は研究成果
を企業へ移転して新製品開発や実用化までを一貫支援
し、企業の技術者の育成も担い、スター研究員の研究
室が企業同士の出会いの場となり、スター研究員は企
業同士のコーディネート機能も担っており、スター研
究員の周囲にミニクラスターが形成されていると考え

57

林：地域産業振興を促進するための公設試験研究機関の支援機能



られる
44

。スター研究員の周囲に形成されるミニクラス
ターは一つ一つは小さくとも、いくつも形成されるこ
とで、地域産業振興に寄与すると考えられる

44

。
　旧大阪市工研のスター研究員は研究に注力して研究
シーズを生み出すことで、専門知を提供し、加えて、
研究に軸足を置きながらも、研究シーズの技術移転に
よる新製品開発や事業化のために、工場で迅速な量産
ができるような支援等もしており、事業化知も提供し
ており、林 ・ 田辺（2010）が提唱した仙台堀切川モデ
ルを援用すれば「専門知と事業化知の同時提供機能」
を果たしている

８

。同様に、地域企業へ研究シーズを提
供して、次々とイノベーション創出を支援しているこ
とから「地域中小企業のパートナー機能」を果たすと
ともに、スター研究員には研究シーズを生み出すとこ
ろから、量産等までの支援を複数繰り返し行っている
ことから、「知の蓄積継承機能」も果たしていると見受
けられる

８

。さらに、スター研究員は支援側の中心的な
役割を担い、林（2017）が論じている「プロデュース
人材」として「全体俯瞰機能」を発揮しながら、「プロ
デュース機能」を提供していると考えられる

６

。

６．公設試の支援機能についての考察

　公設試の支援機能が、時代の流れ、市場のグローバ
ル化等の変化、わが国の産業技術政策や科学技術政策、
それに伴う地域科学技術政策、さらには中小企業政策
等の変化や産業構造の変化等に伴う様々な影響を受け
ながら変化してきたことを、前章までの整理や分析を
通して把握できた。
　公設試は国の政策を踏まえた地域産業技術政策や科
学技術政策を実現し、地域産業振興や科学技術の発展
等のために、地域の中小企業等や農林漁業などの事業
者へ従来から技術指導、試験分析等の支援機能を担っ
てきた。環境変化や市場変化、イノベーション重視の
傾向等から、公設試の従来からの機能に加え、近年コー
ディネート機能

14，37

やプロジェクトマネジメント機能
36，37

が着
目されたが、前道工試による火力発電所脱硫剤混練成
形用スクリューの開発支援、北海道立工業技術センター
による鉛フリーイカ釣りオモリの開発支援、旧大阪市
工研のスター研究員による各種開発支援やミニクラス
ター形成等の事例から、公設試の中小企業のイノベー
ション創出支援は、林 ・ 田辺（2010）が提唱した仙台

堀切川モデルの援用から「専門知と事業化知の同時提
供機能」、「地域中小企業のパートナー機能」、「知の蓄
積継承機能」を果たしていることが明らかとなった

８

。
また、これらの公設試の開発支援事例から、林（2017）
が提唱する「プロデュース人材」を専門知を保有して
いる公設試研究員が担い、「全体俯瞰機能」を発揮しつ
つ、「プロデュース機能」を果たしていることや、公設
試研究員が中小企業のイノベーション創出への一貫支
援機能を果たしていることが明らかとなり、これは、
イノベーションはアイディア創出から研究開発し、実
用化し、上市するまでにかかる期間が不確実なため、
人事異動が少なく、長年に渡り地域の中小企業を熟知
し、信頼関係を構築している公設試研究員が一貫して
支援することは効果的であり、一貫支援機能を果たせ
ることは公設試研究員の特徴と考えられる。
　以上より、公設試が中小企業のイノベーション創出
に果たした支援機能、すなわち、専門知を保有する公
設試研究員が支援側の中心的な「プロデュース人材」
となり、公設試が果たした「全体俯瞰機能」、「プロ
デュース機能」、「一貫支援機能」、「専門知と事業化知
の同時提供機能」、「地域中小企業のパートナー機能」、

「知の蓄積継承機能」は、地域産業振興を促進するため
に公設試に求められている機能と考えられる。

７．おわりに

　本稿では工業系公設試を研究対象に、わが国の政策
変化に伴う公設試の変遷、特徴的な公設試の取り組み
や公設試の中小企業等のイノベーション創出支援事例
等に着目しながら、地域産業振興を促進するための公
設試に求められる支援機能を検討することを研究の目
的とした。地域産業振興や科学技術の発展等のために、
公設試の従来からの地域の中小企業等や農林漁業など
の事業者への技術指導、試験分析等の支援機能に加え
て、公設試研究員が地域中小企業のイノベーション創
出を支援し、地域産業振興に寄与できた複数の事例分
析から、地域産業振興を促進する中小企業のイノベー
ション創出支援機能として、専門知を保有する公設試
研究員が支援側の中心的な「プロデュース人材」とし
て「全体俯瞰機能」を持ちながら、「プロデュース機
能」を発揮し、「一貫支援機能」を果たしていくこと
と、「専門知と事業化知の同時提供機能」、「地域中小企
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業のパートナー機能」、「知の蓄積継承機能」を果たす
ことが公設試の機能として求められていることを明ら
かにした。
　大学教員が地方公共団体等非常勤職員として中小企
業のイノベーション創出を支援している仙台堀切川モ
デル等と今回の公設試の支援機能の分析で明らかになっ
た差異は、仙台堀切川モデル等には「構想知（事業化
へのアイディアや構想）のみの提供機能

６

」がある一方
で、公設試にはその機能は見受けられず、公設試は専
門知を保有する支援側の中心的な研究員が「一貫支援
機能」を果たしている。仙台堀切川モデルではチーム
としては一貫支援機能を果たしているが、専門知を保
有する支援側の中心的な大学教授による一貫支援は時
間的制約等から難しいと考えられる。それ以外に必要
な機能は共通であった。この差異は、地域産業振興に
寄与する中小企業のイノベーション創出支援を行う支
援体制及びメンバーにより、果たせる支援機能が異な
ることが明らかになったわけで、アイディアから上市
までに時間がかかり、プロデュース人材による専門知
の継続的な提供が必要な案件は公設試による支援が望
ましいのではないかと考えられる。
　本稿において、公設試研究員がプロデュース機能を
担う重要性については明らかになったが、公設試研究
員がどのようにプロデュース能力

65

を修得し、プロデュー
サーとなるか、プロデューサーシップ

66，67

等をどうやって
発揮していくか等について深く研究することができな
かった。これらが本稿における研究の限界である。あ
わせて、今回も研究対象にできなかったイノベーショ
ン創出に大きく影響すると考えられる、公設試研究員
の支援を受ける中小企業側の技術吸収能力（absorptive 
capacity

68

）についても、今後の研究の課題としたい。
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